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“　竈　油　工　程 評　i
評。ωポイント 時期区分 原暮 痛蟹 注油 む送 PC日分析

・PC日　用の

・原料の供給
・設備共用の有 ・タンクロー1」への　繍 一夕シクロー■」洗浄の　無

（新曲と再生絶縁油ラインの共用の有黒など〕
・PC目分析の有無

・再生原料｛元曲）のPCB不合チェックの有無
和み込みノズル｛注油口〕 ・新曲と再生絶縁油タンクローリの共用

共用の有黒 の有無
■油メーカー区分 （新曲と再生絶縁油注油口

の共用の有無〕
POBを不便用（2〃〕

1．薮油メーカー〔1〕
・対　外

・新曲のみ
一対　外 用タンクローリのため対象外（1〃〕

帽生絶縁油は非生産〕
・P08分析を　　Lている．

旧’一カからΦ■簑：■〕 ・対象外（原油精製〕
（再生絶縁油は非生産） 一輸送毎に洗浄（1／2） 19鯛（舶〕以前1（O〃〕

く注1〉 1989（90〕以降：（2〃〕 △く注3〉

2 X X X △く注3〉 一

1I．罰油メーカー｛2〕
・PCBの不　用｛2／6）く注2〉

・新曲のみ
・対　外 ・対象外 用事シクロー■」のため対象外（1／6〕

（再生絶縁油は非生産〕
・PCB分　を実　Lている。

・対急外く原油新製〕
（再生絶縁油は非生産〕 ・輸送叡＝タンクローリを洗浄O／6〕 1989以前：（O／O〕

く注里〉 1筥目0以降：（2／6〕く注2） △く注目〉

6 △く注畠〉 X X △く注砂 ’
・　　（PCBが国内未　　のため〕
・新曲・再生範思油の両方（1〃）、再生絶縁油のみ（2〃〕、生産なL（4〃〕

・この　問は設　共用なし ・’ 当せ ・用事シクロー」のため対　外く2／6） ・PC目分　を　　している。

＾時期

〔“1953年〕 ・対象外（PCBが国内未生産のため〕 ・輸送毎1＝タシクロー■」を洗浄せず｛3／6〕 新曲
X

X 19跳～90以前1⑩〃〕x X
・PC日を不　用（〃一〕 一新油と再生絶縁油ラインを共用（2〃〕 ；と再　　　5注：口は

・新曲と再生絶縁油タンクローリを共用 再生絶縁油

・新曲のみlO〃〕、新曲・再生絶縁油の両方（6ノη、再生絶縁油のみ（1〃） ・新曲と再生絶縁油配管はつながっていた（3／7〕

（1／6〕

共用（1〃〕

19舶以前1（1ノー）

一再生原料のPCB不合チェックを実施せず（〃フ）

（＝の時期はPO目絶絹油は認知されており、分析の心裏性はなし。〕
（3社中里社はバルフ’封印〕

日時期

㈹54－19－2年〕
△

〔注〕：再生絶縁油用原料にPCBが含まれていても、問膀と1ま認識されていなかったため婁因となる可能性は否定できない．

△ △ △
（1社が原　　　から　退〕
・POBを不便用（O／6〕

1　1ま　　から　退L、　　ライシを　去。 ・該当せ

皿．寿油・再生竺讐油 ・新曲のみ｛1／6〕、新曲・再生絶縁油の両方（4／6〕、再生絶縁油のみ（1／6〕
・2社が新曲と再生絶縁油ラインは共用（〃6〕し、

メーカー 19－3年“ ・再生原料のPCB不合チェックを実施せず（5／5）
・新曲と再生絶縁油配管はつながっていた（2／o）

19－5年 （委託再生元からの情報1＝よりPC目下含を判断していた。またPCB分析法は確立Lていなかった．）
と回答したが、この時期は2社とも新曲及ぴ再生

絶縁油の併行生産なし
△

〔エネ庁竈達〕

C時期
（注〕：再生絶縁油用原料1＝PC日が含まれていた場合，真因となる可能性は否定できない。

△ X x
一P08を不　用（O／6〕

・新曲のみ（2／6〕、新曲・再生絶縁油の両方く4／6〕、再生絶縁油のみ（o／o〕
・新曲と再生絶縁油ラインは共用（1／6〕 ・…当せず

・再生原料のPCB不合チェックを実施せず｛3／4）
・新曲と再生絶縁油配管1まつながっていた（1／6〕

10－6年一

1989年 （委託再生元からの情報1＝よりPO目下含を竿1」断Lていた。またPC目分析法は確立していなかった。〕 ・原料油受入設備共用（1／6） △
〔エネ庁通違〕

〔三宝〕：再生絶縁油用原料1＝PC日が含まれていた場合、要因となる可能性は否定できない。

△ △ X △ ■一PC目を不使用（6／6）

、新曲のみ（O／6〕
一再生　縁油生　　止1＝よリ設　共用期間なし ・…当せ ・用タンクローリのため対象外｛2／O） ・PCB分　を　　している．

○時期 以後、再生絶縁油生産なし
妾斤…由：19a9川g1以貝華1（6／6〕

〔1990年～〕
・輸送毎1＝タンクローリを洗浄せず（3／6〕 1990年以降は再生絶縁油

X
・対象外（原油精製〕 の生産なし

7 X X X X
■

＾時期 ・対象外　（鮒　　なL〕 ・対象 ・対象外 ・対象外
（新曲の生産なし〕

・POB分　を実施」ている。

t1953年〕 （新曲の生産なし〕 （新曲の辺搬なし〕 （O／3）

X
x

・PC目を不　用｛2〃）
（輸送毎又は定期的1＝洗浄）

・再生絶縁油のみ（2〃〕、（1社はまだ生産なし）

・再生原料のPOB不合チェックを実施せず（2〃〕

8時期 （この時期1まPCB絶縁油は認知されており、分析の必要性はなし。〕

〔1954－19－2年〕
△

（注〕1再生絶縁油用原料1＝POBが含まれていても、問題と1ま認識されていなかったため要因となる可
能性は否定できない．

△
’POBを不使用｛2／2〕

・再生絶縁油のみ｛2〃〕、（1社はまだ生産なし〕

π．再生省竃油メーカー 1叩3年一 ・再生原料のPOB不合チェックを実施せず（2／2〕

1帥5年 （まだPO目分析法は確立していなかった。〕 △

｛エネ庁通達〕

｛注〕1再生絶縁油用原料にPC8カ｛含まれていた場合、要因となる可能性が否定できない。

C時期 △ △
・PC目を不　用（3／3〕

・再生絶縁油のみ（3／3）
・PCB分　を　　している．

・再生原料のPC目下含チェックを実施せず13／3〕
（v3〕

19珊年一
1989年 （まだPO日分析法は確立していなかった。） △

〔エネ庁通達〕

（注〕1再生絶縁油用原料にPOBが含まれていた場合、要因となる可能性が否定できない。

△ △
11社が原　　　から　退〕
・PO日を不便用（2／2）

1目90年以降1ま再生絶縁享
○時期

・以後、再生絶縁油生産を止め、新曲を購入・販売（2〃〕
の生産なL

｛1990年一〕
X

［3社］ X X X X
■

凡例評価＝　△＝要国の可能性あり　賞：要国となリ得ない

　　企業黎ω表示：例えば［■1〕は面当社敦が｛1社／1社中〕である二とを表す。

　　注1・タンクローリのO用．洗浄1＝関する醇細1＝ついては朱回答であり．蔓因の可能性1ま否定できないと串」断Lた

　　注皇．油’一カー区分「皿」6社ωうち。3社は自社生産」てL、ないため一また1社は自社鶉油所囲讐からヨO年経過しているため．計4社から1ま十分なアシゲート回答が得られなかったので、PO目混入蔓因ω否定ができないとした

　　柱3・〔社〕掴滑油協会経由で各艶竃油メーカーからωアシゲート回答をまとめたもので、混入要国の岬価1＝ついては回答の内容から△と判定したが、（社〕霜滑油協会では原油から得た油であるので貝と評価Lている


